
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案 概要 

 

 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、以下の措置を講ずる

こととするもの。 

 

１．所得制限の撤廃 

  高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃すること。 

  ※ 現行の所得制限の基準額（目安）は、年収約９１０万円（政令事項） 

 

２．支給限度額の加算の変更 

  高等学校等就学支援金の支給限度額の加算について、全国の高等学校等の授業料

の額を勘案したものとすること。 

  ※ 私立の高等学校等（全日制）の場合、約４５万円（年額）に引き上げることを想定（政令事項） 

  ※ 授業料が支給限度額に達しない場合は、授業料を限度として支給 

 

３．検討 

  政府は、速やかに、高等学校又は中等教育学校の後期課程の通信制の課程に在学

する生徒等に係る経済的負担の更なる軽減に係る方策について検討を加え、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 

 

＜支給額のイメージ＞ 

 

 

 

（令和７年４月１日から施行） 

支給上限額 

世帯の年収目安（※２） 

１１万８，８００円 

３９万６，０００円 

全国授業料平均額 

（私立高校（全日制）） 

（公立高校（全日制）） 
現行の公立高校等の支給 

現行の私立高校等の加算 

５９０万円 ９１０万円 

改正による私立高校等の加算増

増 

改正による公立高校 

等の支給増 

※２ 両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安 

（約４５万円（※１）） 

※１ 令和６年度の私立高校（全日制）の年間授業料の平均額：457,331円 



 
 

 

一 

 
 

 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
第
三
号
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
に
当
該
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
額
に
」
の
下
に
「
、
次
項
の
政
令
で
定
め
る
高
等
学
校
等

の
授
業
料
の
月
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条 

削
除 

 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条 

削
除 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
係
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
）
」
を
加
え
、
「
、
そ
の
保
護
者
等
」
を
削
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
、
第
十
七
条
」
を
削
る
。 



 

 
 

 

二 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

令
和
七
年
三
月
分
以
前
の
月
分
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
検
討
） 

第
四
条 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
等
に
係
る

経
済
的
負
担
の
更
な
る
軽
減
に
係
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 



 
 

 

三 

第
五
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の
項
中
「
、
第
十
七
条
」

を
削
る
。





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
保

護
者
等
の
収
入
の
状
況
を
勘
案
す
る
こ
と
と
す
る
措
置
を
廃
止
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。





 
 

 

七 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
三
千
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 



 

一 

◎
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
受
給
資
格
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２ 

就
学
支
援
金
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。 

 

一
・
二 

〔
略
〕 

 

〔
削
る
〕 

     

３ 

〔
略
〕 

  

（
就
学
支
援
金
の
額
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２ 

支
給
対
象
高
等
学
校
等
が
政
令
で
定
め
る
高
等
学
校
等
で
あ
る
受
給
権
者

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
就
学
支
援
金
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、「
定
め
る
額
に
、
次
項
の
政
令
で

 

（
受
給
資
格
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２ 

就
学
支
援
金
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。 

 

一
・
二 

〔
略
〕 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
保
護
者
（
学
校

教
育
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
同
項
に
規
定

す
る
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る

者
（
以
下
「
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
就
学

支
援
金
の
支
給
に
よ
り
当
該
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要

が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者 

３ 

〔
略
〕 

  
（
就
学
支
援
金
の
額
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２ 

支
給
対
象
高
等
学
校
等
が
政
令
で
定
め
る
高
等
学
校
等
で
あ
る
受
給
権
者

で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
に
当
該
保
護
者

等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も



  

二 

定
め
る
高
等
学
校
等
の
授
業
料
の
月
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で

定
め
る
額
を
加
え
た
額
」
と
す
る
。 

 

３ 

〔
略
〕 

  

第
九
条 

削
除 

   

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条 

削
除 

         

（
報
告
等
） 

第
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
（
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
就

の
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
就
学
支
援
金
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、「
定
め
る
額
に
政
令
で
定
め
る

額
を
加
え
た
額
」
と
す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

  

（
支
払
の
一
時
差
止
め
） 

第
九
条 

受
給
権
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
な
い
と
き
は
、
就
学
支
援
金
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

第
十
六
条 

削
除 

  

（
届
出
） 

第
十
七
条 

受
給
権
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道

府
県
知
事
（
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
係

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

対
し
、
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
報
告
等
） 

第
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、



 

三 

学
支
援
金
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
）
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
受
給
権
者
若
し
く
は
支
給
対
象
高
等
学
校

等
の
設
置
者
（
国
及
び
都
道
府
県
を
除
く
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は

職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他

の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
十
九
条 

第
四
条
（
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
（
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項

及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 

受
給
権
者
、
そ
の
保
護
者
等
若
し
く
は
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
（
国

及
び
都
道
府
県
を
除
く
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら

の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若

し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
十
九
条 

第
四
条
（
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
（
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
、

第
十
七
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 

 
 



  

四 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）（
附
則
第
五
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

〔
略
〕 
〔
略
〕 

高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
二
年
法

律
第
十
八
号
） 

第
四
条
（
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
（
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
二
年
法

律
第
十
八
号
） 

第
四
条
（
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
（
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第

十
七
条
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

 
 

 


